
適格請求書（インボイス）とは …

　取引の際に、売る側の事業主が買う側の事業主に対して、正確な適用税

率や消費税額等を伝えるもの

 そして…

（※）買う側は、自らが作成した仕入明細書等（インボイスに必要

な事項が記載され、取引相手の確認を受けたもの）でもOK！

　　　インボイスの発行には、「適格請求書発行事業者」として登録が必要！

登録は、令和３年１０月１日から受付開始！

免税事業者のままでは登録申請できません。

当事務所では令和４年から「適格請求書発行事業者」登録手続きをいたします。

★お問い合わせは各担当者まで

登録申請や取消、その他インボイス制度に関すること何でもOK

免税事業者の方からの相談も承ります。

売る側も買う側もインボイス(請求書)の保存が必要！！
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〒379-2164 群馬県前橋市東上野町94
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〇 下線の事項が、現行の区分記載請求書の記載事項に追加される事項です。

〇 不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業等に係る取引

 については、適格請求書に代えて、適格簡易請求書を交付することができます。

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称 ① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称

及び登録番号 及び登録番号

② 取引年月日 ② 取引年月日

③ 取引内容(軽減税率対象品目である旨) ③ 取引内容(軽減税率対象品目である旨)

④ 税率ごとに区分して合計した対価の額 ④ 税率ごとに区分して合計した対価の額

（税抜又は税込）及び適用税率 （税抜又は税込）

⑤ 税率ごとに区分した消費税額等 ⑤ 税率ごとに区分した消費税額等又は

⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称 適用税率

△△商事㈱ ②

 ㈱〇〇御中 ⑥    登録番号 T012345…  ××年11月30日

① ③

11月分  131,200円 ××年11月30日 ヨーグルト* 1 ¥108

カップラーメン* 1 ¥216

日付 金額 ビール 1 ¥550

11/1 魚 * 5,000円 ¥874 ④

11/1 豚肉 * 10,000円 8％対象 ¥324

② 11/2 タオルセット 2,000円  （内 消費税額   ￥24）

③ ⑤ 10％対象 ¥550

 合計    120,000円   消費税 11,200円  （内 消費税額   ￥50）

 8％対象   40,000円     消費税 3,200円 ③ お預り ¥1,000

  10％対象   80,000円     消費税 8,000円   *軽減税率対象 お釣 ¥126

④ ③ * 軽減税率対象  ⑤
適用税率又は消費税額等のどちらかを記載
※両方記載することも可能

領収書

品名

合 計

…

適格請求書の記載事項・記載の留意点

適格請求書 適格簡易請求書

請求書 スーパー〇〇
東京都…

登録番号 T12345… ①


